【様式第11号】
第　　号
　年　月　日

　様

                                            　　　大阪市長　

業務管理体制の整備について（勧告）

　介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の33第１項の規定に基づき、　　年　月　日に実施した検査の結果、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。）第140条の39第　　号に従って適正な業務管理体制を整備していないことが認められましたので、法第115条の34第１項の規定に基づき、下記のとおり勧告します。
　なお、この勧告に係る期限までに、勧告に従わなかった場合は、同条第２項に基づき、その旨を公表することがあります。また、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、同第３項の規定に基づき、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずるとともに、その命令をした場合は、同条第４項の規定に基づき、その旨を公示することになります。

記

１　事業者名
　　
２　勧告理由

３　勧告事項

４　改善期限　　　　年　月　日

５　改善報告書の提出
（１）別添様式の勧告事項改善報告書にこの勧告に係る改善状況を記載し、その状況を確認できる資料を添付して提出してください。
　　　なお、改善できない理由がある場合には、その理由を具体的に記載してください。
（２）提出期限　　　　年　月　日
（３）改善状況を確認するため、場合によっては、本社（本部）又は事業所等を訪問すること等があります。



